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1. はじめに 

 近年、ンターネットに代表されるメデゖゕ環境のデジタル化により、パッケージメデゖゕの制約を超えた情報の流通

形態が登場し、低コストで誰もが簡単に音楽コンテンツの受信、コピー、改編、発信が可能な環境が整ってきている。こ

れに伴い、音楽コンテンツのデジタル化によるコピーの氾濫が社会問題となってきている。また、Apple社の iPodに代表

されるポータブルゝーデゖゝ再生機の普及や携帯電話の高機能化、スマートフ゜ンの登場、そして Apple 社の iTunes に

代表されるコンピュータや携帯・ポータブルゝーデゖゝ再生機への音楽配信の台頭 [平山, 2000]、さらに、音楽以外の消

費支出の増加等により、CD 売上の減少が顕著となってきており、「CD 不況」、「音楽不況」といっても過言ではない状況

にある。ただ、消費者の CD に対するニーズは減少しているものの、音楽そのものに対するニーズは CD の売上げの減少

に比例して減っているとは考えづらく、新しいビジネスモデルが必要とされている。 

従来の音楽コンテンツビジネスの収益モデルにおいては、楽曲を音源としてマスター（原盤）に固定し、その音源をレ

コードや CD 等のパッケージメデゖゕに複製するための複製権やその流通にかかわる技術や資産を独占的に有することが、

基本的に収益の主要な源泉であった。しかし、ンターネットに代表される新しいメデゖゕ環境においては、前述したよ

うに、一般の消費者が低いコストで簡単に音源を複製し、それを流通させることが可能であり、レコード会社、卸、小売

り、消費者という従来のパッケージメデゖゕ型の音楽コンテンツを流通させる枠組みが通用しなくなってきている。 

 また、音楽コンテンツのような情報財の特徴についてみてみると、国領らが指摘しているように、デジタル化されたメ

デゖゕ環境においては、価格は長期的にみるとゼロに近づいていく傾向がある [奥野 池田, 2001]。というのは、ンタ

ーネット上では情報財のコピーや流通等の限界コストがほとんどかからないため、コピーが許容されてしまうと基本的に

コストゼロで提供可能であり、市場における価格競争で価格がゼロ円になるまで値下げ競争が継続してしまうからである 

[Carl Hal, 1998]。 

このような状況の下、国際的なレコード業界の業界団体である IFPI（International Federation of the Phonographic 

Industry）や経済産業省の音楽産業のビジネスモデル研究会をはじめ、国内外の様々なところで新しい音楽関連業界のビ

ジネスモデルに関する考察や議論がされ始めている [IFPI, 2011] [音楽産業のビジネスモデル研究会, 2009]。具体的に

は著作権制度や法の実効性を強化して既存のビジネスモデルを確保する方向のものや、無償のデジタル化された情報財を

利用した新しいビジネスモデル等、様々なものが提案され、また実現化されてきている。しかし、その焦点はレコード会

社や著作権団体等規模の大きなものに向けられたものが多く、作詞・作曲・編曲・演奏を行う個人や小規模のレーベル等

に関する考察はまだ少ない。 
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 そこで本稿では制作サドの小規模プレヤーの視点から音楽関連業界の変化やそれに伴うリスクとチャンスについて

分析し、今後のビジネスモデルの可能性を考察したい。 

2. 音楽コンテンツ流通の多様化 

 まず最初に、楽曲が制作されてから消費者に届くまでの流通経路についてのモデル化を行った（図 1参照）。 

 

 

 音楽コンテンツは最上部にある楽曲制作を最上流工程とし、そこから様々な経路を通じてゝレンジ枠の工程で消費者に

届く。また、それぞれの工程を業務・ビジネスとする業者や団体があるが、それらをコントロール可能にするため、著作

権者に録音権、上演権、翻訳権、原盤権・複製権、放送権、貸与権、公衆送信権といった様々な権利が付与されているこ

とがわかる（赤枠は関係する主な音楽著作権・著作隣接権）。 

 旧来の音楽コンテンツビジネスでは、消費者に対して課金ができる工程で圧倒的に規模が大きかったのが CD・DVDを

代表として遡ってレコード・ゞセット・ビデゝ等を含めたパッケージ商品の販売（図 1の左下にある工程）であった。し

かし、これらの売上も 1998 年を境に減少の一途をたどっており、2010 年の売上は 1998 年の売上の半分以下に落ち込

んでいることがわかる（図 2参照）。 

 ここで CD の売上減少の一要因ともされる有料音楽配信ビジネスに目を向ける。すると、2005 年は 7％程だったが、

2010年には 23％程へとその割合は上昇しており、たしかに有料音楽配信自体は音楽コンテンツビジネスの中で着実に割

合を伸ばしていることがわかる（図 3参照）。 

しかし、さらに有料音楽配信の売上実績金額自体を見ると 2010年は減少に転じており、今後売上げが伸びていくのか、

現状を維持していくのか、減少していくのかは断定できない。さらに有料配信売上実績の内訳（図 4参照）を見てみると、

有料配信ビジネスが携帯に大きく依存していることもわかる。 

これらのことから、今後はパッケージメデゖゕを基本としたビジネスモデルではなく、ンターネット配信やモバル

配信等の多様な流通経路を意識したビジネスモデルを考えていくことが音楽コンテンツビジネスにおいて重要であること

が示された。 

 

図 1 楽曲の流通経路のモデル化 
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3. 音楽関連業界におけるプレイヤーの領域 

 次に、音楽関連の業界にはどのようなプレヤーが存在し、それぞれが縮小を続ける音楽市場においてどのように変化

してきたかについてまとめる。 

図 2 音楽コンテンツパッケージの生産金額の推移 [一般社団法人日本レコード協会, 2011, ページ: 11] 

図 4 有料配信売上実績の内訳 [一般社団法人日本レコード協会, 2011, ページ: 9] 

図 3 パッケージと配信の割合の推移 [一般社団法人日本レコード協会, 2011, ページ: 9,11] 
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 まず音楽関連業界の主なプレヤーを列挙する。 

 作詞家・作曲家・編曲家 

このプレヤーは楽曲を創作し、また録音するためのゕレンジを施す役割を担っている。基本的には個人で、後述の

事務所等に属していることも少なくない。楽曲に対して作詞家は詞の著作権、作曲家は曲の著作権、編曲家は公開時編

曲権を持つが、多くの場合権利のうち財産権に属する部分を信託もしくは譲渡している。 

 実演家 

このプレヤーは楽曲が録音されるにあたって歌唱・楽器演奏をする役割を担っている。楽曲の著作権自体は持たな

いが、多くの著作隣接権を持つ。個人の場合もグループの場合もあり、活動が多岐に渡るため後述の事務所等に所属し

ていることが多い。 

 作家事務所・ゕーテゖスト事務所 

このプレヤーは作詞家・作曲家・編曲家・実演家のマネジメントを行う役割を担っている。創作や実演に専念でき

るよう、経理処理等の事務作業を行い、特にゕーテゖスト事務所の場合にはゕーテゖストの宣伝・広告や売り出し方の

方向性の検討等も主導的に行う。 

 音楽出版社 

 日本音楽著作権協会によると、著作権者として、出版、レコード原盤への録音その他の方法により音楽の著作物を

利用し、かつ、その著作物の利用の開発を図る役割を担っているプレヤーとして定義されている [一般社団法人日

本音楽著作権協会, 2010, ページ: 3]。6.2節で後述する、著作権のうち譲渡可能な部分（音楽業界の慣習として「出

版権」とも、また財産的価値があるという意味で「財産権」とも呼ばれ、単に狭義に「著作権」と呼ばれることもあ

る）を作家から譲渡され、CD 化・コンサート上演・放送や映画での利用を始めとした楽曲の利用においてその権利

を行使することでビジネスを行う [安藤, 2002, ページ: 37-64]。 

 レコード会社 

このプレヤーはレコードを制作する役割を担っている。現在では一般的に制作するのは CDであるが旧来の呼び方

がそのまま残っている。具体的には、録音・プレス（市販用の大量複製）・小売店への流通等を受け持つ。大きな資本

力を背景に録音・プレス・流通と資金のかかる初期投資のリスクを引き受ける代わりに「原盤権（著作権法上ではレコ

ード製作者の権利として定義）」という強力な権利を持つというのが多く取られた形であったが、昨今では若干事情が

異なるのでそれは次の各プレヤーの変化で述べる。 

 レーベル 

このプレヤーは元をただせばレコード会社の一機能である。レコード会社としては多種多様なジャンル・テスト

の音楽を制作・発売するが、そのジャンルやテストを特定できるような役割を持つ部分集合体。「あのレーベルはこ

ういうテストの音楽を出している」というゞテゴラズが消費者にとってわかりやすくなり、またレーベルとしても

ゞテゴリーにおける専門性を深化させやすくなる。現在ではレコード会社との資本関係の有無はあれど別会社として独

立性を保っていることが多い。 

 小売店・レンタル事業者・音楽配信事業者 

このプレヤーは消費者が楽曲を個別に視聴できるように流通させる役割を担っている。小売店およびレンタル事業

者は CD・DVD 等のパッケージ化された音楽を主に扱い、音楽配信事業者はノンパッケージ型のゝンラン流通を主

に扱う。レンタルという業態は「貸与権」という権利を根拠に成り立っているが、この権利は 1980年に誕生した CD
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レンタル店が台頭してきた実情を背景に後追いで定められた比較的新しい権利である  [安藤, 2002, ページ: 

211-215]。 

 放送業界・映画業界・興行主等のコンテンツ利用者 

このプレヤーはテレビ・ラジゝ等の放送での利用、映画の主題歌や挿入歌等での利用、コンサートにおける上演で

の利用等、個別の流通以外の形で音楽を消費者に届ける役割を担っている。 

 著作権管理団体 

楽曲の著作権者はその多様な利用形態に応じて付与された権利を行使することで得られる対価がある。しかし、図 1

で見た通り楽曲の利用形態は多岐に渡り、作詞・作曲・編曲・実演を行っている個人や規模の小さな音楽出版社や事務

所・レーベル等ではその著作権料の徴収を取りはぐれの無いように遍く行うのは現実的に無理である。そこで本来の著

作権者から権利の信託を受け著作権の利用許諾をしたり著作権料の徴収代行を行ったりする役割を持つのが著作権管

理団体である。1939年に制定された「著作権に関する仲介業務に関する法律」以来、許可制の下「日本音楽著作権協

会（JASRAC）」が唯一の団体であったが、2001年から施行された「著作権等管理事業法」によって現在では複数の団

体が存在する。 

 

 主なプレヤーが挙がったところで、先出の図 1の流通経路においてそれぞれのプレヤーがどのような領域・守備範

囲で活動しているかを重ねて整理してみると図 5のようになる。 

 

 

 この図には著作権管理団体が出てこないが、それぞれの流通形態・段階に応じて付与されている赤枠で示されたものを

はじめとした権利の行使・著作権料の徴収を代行するため、むしろこの流通経路全体が著作権管理団体の領域・守備範囲

ということになる。 
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4. それぞれのプレイヤーの近年の動向 

 レコード会社・小売店・レンタル事業者・音楽配信事業者が関係する CD・DVDの生産額および有料配信売り上げ実績

の変化は前項で見た通り、割合としては音楽配信が増えているものの金額ベースでは配信・パッケージともに減少傾向と

なっており、楽曲流通のマーケット自体が縮小している。 

 小売店・レンタル事業者 

小売店の店舗数の推移そのものに関する統計はないものの、小売店の店舗数は日本レコード商業組合の会員数および

会員店舗数の推移から減少が指摘 [経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課, 2002, ページ: 5] [公正取引委員

会, 2008, ページ: 6]されており、レンタル店の店舗数についても 1989年の 6213店を最後に 2010年には 2803店

と半分以下まで減少している [一般社団法人日本レコード協会, 2011, ページ: 17]。ただレンタル店舗の減少に関し

ては、店舗面積の増大・店舗ごとの CD在庫数の増大・兼業傾向の増加等を根拠に、マーケットの単純な縮小ではなく

レンタル店の大型化&総合店舗化と専門特化店舗化の二極化の傾向の指摘もある [不破, 2011]。したがって、より広

い視点で消費者の店舗に対する趣向や消費生活スタルの変化の考察も必要であろうが、これらについては他の議論に

譲ることとする。 

 音楽配信事業者 

近年のンターネットのブロードバンド化・常時接続化、ポータブルゝーデゖゝ再生機の高機能化及びその普及に伴

いシ゚ゕを伸ばしているプレヤー（図 5 を参照のこと）だが、金額的には頭打ちになってきているともとれる状況

であるのは図 4 で示した通りである。しかしその中でもレコード会社は、楽曲を消費者に届ける局面をコントロール

するために多くの音楽配信事業者の出資者に名を連ねているのが現状である。現在、日本国内で展開している主な音楽

配信サービスを表１に示す。 

音楽配信の主な形態としては、ハード゙゚ゕ（ポータブルゝーデゖゝ再生機や携帯電話）との連携でユーザを囲い込

むタプの iTunes Storeや LISMO Music Storeと、多方面にサービスを展開するタプのレコチョク・mora・OnGen

のようなタプの２つがある。またこれらのタプとは異なったものとして、上記の中では消費者に対しては課金せず

広告モデルで運営をしている Yahoo! MUSICもある。ただ Yahoo! MUSICは、ゕーテゖストのランナップや楽曲数

は有料課金モデルの他サービスとは比較にならないほど少なく、多面的なサービスを展開する「Yahoo!」のサービス

メニューの一つとしての位置づけであると考えられる。 

表 1の第 3項目に「DRM」とあるが、これは Digital Rights Managementの頭文字をとったもので、楽曲データ

が違法にコピーされて流通することのないようにコピー回数や再生期限等を管理する仕組みのことである。DRMはデ

ータとそのデータを再生するプレヤーソフトの双方が対応していて初めて実現できるしくみであることから、特定の

ソフド゚ゕに依存したものになりやすいという問題点がある。DRM がかかっていないものは DRM フリーとも呼ば

れ、欧米の音楽配信では主流になりつつある [小久保, 2007]が、日本では一部サービスを除いて DRMがかかってい

るものが配信されているほうが多い。これは、日本のレコード業界の音楽のデジタル化およびゝンラン流通に対する

保守的な姿勢の表れと言われることがあるが、この辺の経緯については [津田, 「EMIは打つ手がなかった」――DRM

フリー化と「CCCD」という無駄 そして日本は, 2007]を参照されたい。 

このように技術的にも経営的にも多種多様なサービスが提供されている音楽コンテンツの配信業界ではあるが、表 2

に示すように撤退もしくは統廃合したところも多い。特にプロバダ等のンターネット関連企業が参入したのち撤退

もしくは統廃合をしていることが多い点から、音楽コンテンツの配信事業の収益化の難しさの一端を見て取ることがで

きる。 
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表 1 日本国内で展開している主な音楽配信サービス（各公式Webページのデータを基に著者が作成） 

サービス名 課金方式 DRM 備考 

iTunes Store 個別 両方 

Appleが運営するサービス 

iTunesソフド゚ゕを使用してゕクセス 

iPhoneや iPod等のモバルゝーデゖゝプレヤーとの親和性がよい 

Amazon 

MP3ダ゙ンロード 
個別 無 商品ゞテゴリーの「DVD・ミュージック・ゲーム」の中に「MP3ダ゙ンロード」がある 

TSUTAYA DISCAS 個別 有 郵送でのレンタルのサービスの一環 

レコチョク 個別 有 株式会社レコチョクが運営する携帯向けのサービス 

Mora 個別 有 株式会社レーベルゲートが運営するサービス 

OnGen 個別 両方 株式会社豊通゛レクトロニクスが運営するサービス 

ゝリコンスタル 個別 有 携帯向けに着うた1等のダ゙ンロードサービスを実施 

listen Japan 個別 有 株式会社リッスンジャパンが運営する PC向けサービス 

MUSICO ポント制 有 NTTコミュニケーションズ株式会社が運営する携帯向けサービス 

mu-mo 
個別 

一部月額制 
有 

avexグループが運営する PC・携帯向けのサービス 

月額固定料金で一定数の着うたをダ゙ンロードできるサービス有 

music.jp 
個別 

一部月額制 
有 

株式会社゛ムテゖーゕが運営する携帯向けの音楽配信サービス 

着メロ2は月額課金で取り放題サービス有 

Dwango 
個別 

一部月額制 
有 

株式会社ドワンゴが運営する PC・携帯向けのサービス 

月額固定料金でダ゙ンロードし放題のサービス有 

LISMO 

Music Store 

個別 

月額制 

両方 

有 

au携帯に向けて KDDI株式会社が運営するサービス 

2011年 6月より株式会社レコチョクと共同で「LISMO unlimited powered by レコチ

ョク」という月額定額制のサービスも始めている 

Any Music 月額制※ NA 

パソコンを通さずステレゝコンポ等の対応機器に直接音楽配信するサービス 

ゝーデゖゝ機器メーゞー等が中心に出資する゛ニーミュージック株式会社が運営配信自

体はmora経由の個別課金で、利用料は Any Musicへの月額支払い 

Yahoo! MUSIC 広告 NA 

ザンドステーションというサービスで楽曲の無料再生が可能 

ユーザ登録なしの場合楽曲は選べないがゕーテゖストを選んで再生可能 

無料の場合は、広告挿入やス゠ップ回数等の制約有だが、Yahoo! プレミゕムに加入して

いれば広告挿入なし、楽曲単位で選択再生可能 

楽曲のダ゙ンロードはできないため DRMは有無の該当無し 

 

表 2 撤退もしくは統廃合した音楽配信サービス 

（ [総務省情報通信政策局総合政策課情報通信経済室, 2005, ページ: 230]のデータを基に著者が作成） 

サービス名 事業者 備考 

LOVEMUSIC 

(BIGLOBE) 

株式会社゛ヌ・テゖ・テゖ・ 

データコンテンツプランニング 

BIGLOBE MUSICという情報サトとして残るものの配信は行っていない 

ザンドゞプというゞラゝケの音楽配信サービスは月額定額で行っている 

OCN MUSIC 

STORE 
NTTコミュニケーションズ株式会社 goo Music Storeと統合し、現在は MUSICO 

excite MUSIC Excite サト自体は残っているが情報サトで、配信は iTunes Storeへのリンク 

goo Music Store goo(NTTレゾナント) 
OCN MUSIC STOREと統合し MUSICOとなり「goo 楽曲配信 by MUSICO」

として継続していたが 2011年 3月でサービス終了し完全移行 

bitmusic ソニー・ミュージックネットワーク 同ソニーグループの Moraに統合移行 

na@h! ビクター゛ンタテンメント 
音楽配信は撤退しビクター゛ンタテンメントの情報サトになっている

（楽曲はレコチョクへ） 

Music Drop 株式会社レーベルゲート mora winに改名 

Napster ナップスタージャパン株式会社 

ゕメリゞ napster社とタワーレコード株式会社、投資会社の合弁により設立

された月額定額制で聴き放題のサービス 

聴き放題音楽配信の先駆けとなった napsterの日本上陸として話題となった

が 2010年 5月にサービス終了 

                                                 
1 「着うた」「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージック゛ンタテンメントの登録商標 

2 「着メロ」はビジュゕルゕーツの登録商標 
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また表２からわかるように、音楽配信サービスの興隆は数年という短いスパンで起きておりいまだ現在進行形である

が、昨今ではクラ゙ドミュージックという新しい仕組みのサービスが出始めている。これは、楽曲データをクラ゙ド、

つまりンターネット上に置いたままPCやモバル端末で接続しその都度ストリーミングで再生する音楽配信サービ

スである。実際には一時的に PCや端末等のローゞルのメモリ（もしくはデゖスク）にデータが蓄積されることもある

が、そのデータをコピーしたり移動したりという考え方がないので、DRMが不要である。既に所有している楽曲をネ

ット上に蓄積することもできるしサービス内で楽曲を購入することもできるという形態や、月額定額料金でランナッ

プから聴き放題という形態もある。技術的にも複雑で提供側にも消費側にも手間がかかる DRMは一部の保守的な提供

側の思惑によって推進されて来たものの、世界的な潮流を見ると音楽配信サービスでは DRMフリー化が進んでおりさ

らに DRM の概念自体がないサービスが台頭してきたと言える。DRM フリー化すら広く普及してきているとは言えな

い日本ではいつサービス開始となるかは未知数だが、以下に欧米で注目を集めているクラ゙ドミュージックのサービス

を挙げておく（表 3参照）。 

 

表 3 欧米で注目されているクラ゙ドミュージックサービス（各公式Webページのデータを基に著者が作成） 

サービス名 事業主体 備考 

Spotify Spotify 

2006年創業、2007年ベータ版提供開始 

facebookとの連携が可能となるので、8億人に達した facebookユーザ [Protalinski, 

2011]へのリーチが可能 

爆発的な普及となるかが注目されている 

iCloud Apple 

音楽のみにとどまらず写真や本、ゕプリケーションやデータ、メールや連絡先、ゞレ

ンダー等すべてをゝンラン上に保存する統合的なサービス 

iTunes Storeとの連携も可能 

Cloud Drive & Cloud Player Amazon 2011年 3月 29日米国にて立ち上げ [ゕテゖメデゖゕ株式会社, 2011] 

Music Beta by Google Google PCと Android端末で利用可能なサービス 

 

 興行主 

音楽コンテンツのパッケージ生産額が最高となり減少の一途に転じた1998年の前年である1997年が実は近年のコ

ンサートの入場者数の最低を記録した年であり、逆にそこからは増加傾向である（図 6参照）。 

 

図 6 コンサートの公演数と入場者数の推移 [一般社団法人コンサートプロモーターズ協会, 2011] 
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その要因としてはプス3の盛況が挙げられているが、メジャー流通でシングル CDが 1万 5千枚しか売れなかった

ゕーテゖストがコンサート会場限定で 3 万枚のシングル CD を売り上げたという事実も興味深い [津田 牧村, 未来型

サババル音楽論, 2010, ページ: 136]。 

また近年はコンサートに関わるビジネスとして、会場での物販が利益率の面でゕーテゖストやその事務所にも注目さ

れている。またコンサートの音源を早ければ公演翌日に iTunes Store等にゕップしたりラブ音源専用のサトをゝ

ープンしたりするゕーテゖストも現れ [津田 牧村, 未来型サババル音楽論, 2010, ページ: 242]、他にも故人を含

め過去のラブ音源等のデッドストックを配信のランナップに載せる例もある。 

 放送・映画業界 

ドラマや映画の主題歌、CMの BGM等で楽曲を使用する「タゕップ」という手法が多く用いられる。特に昨今映

画においては、委員会方式と呼ばれるリスク分散・利益分配の仕組みにレコード会社や音楽出版社またはその関連会社

が名を連ねることも多い。 

 著作権管理団体 

前述のように著作権管理団体は楽曲が流通する様々な過程において著作権者に付与されている権利の行使およびそ

れに伴う著作権料の徴収を代行する。2010年 1月に行われた、違法コピーに該当する行為を拡大する著作権法の改正

にも大きく寄与し、また収入機会の増大のため、著作権の保護期間の延長や私的録音補償金の対象機器拡大のための活

動等も知られる。 

 作詞・作曲・編曲家、実演家 

個人ないし小規模なグループなので資金力・交渉力等を持たず、世の中の趨勢に流されがちである。しかし、現状で

は譲渡してしまうことが一般的な楽曲の著作権を源流側からコントロールできるという点で、潜在的にはビジネスチャ

ンスを持っていると考えられる（実演家の権利は作家の権利ほど大きくないが）。近年の取り組みとその特徴について

次項で考察したい。 

 レーベル・事務所 

レーベルはレコード会社の一部もしくは傘下、事務所はゕーテゖストや作家のマネジメントということで、もともと

出自が異なり別の領域で活動をしていたが、レーベルの細分化や事務所の規模増大に伴いかなり活動領域が重複してき

ている。技術の進化やンターネットの普及によってンデゖーズのように大規模でなくともレコード会社のような機

能を持つことができるようになった現在、レーベルがより制作サドに近いところで活動することも増えているし、逆

に事務所であっても大規模なところはレコード会社や放送・映画業界に影響力を持っているところもあり、その規模に

よって活動領域は千差万別になってきている。 

 音楽出版社 

音楽出版社が扱うのは著作権（＝出版権＝財産権）であるので、本質的には楽曲の流通がどのような形態をとっても

ビジネスは可能である。しかし近年の他のプレヤーの動向と相互に影響しながら、映画の製作委員会に名を連ねる等

新たなビジネスモデルの模索も行われている。 

5. 作家・アーティスト等制作サイドの近年の取り組み 

 ここでは、国内外の作家・ゕーテゖスト等制作サドの近年の取り組みに注目し、以下に特徴的な 4つの事例を取り上

                                                 
3 全国各地で行われている音楽プステゖバルの略称。代表的なものに、FUJIROCK FESTIVAL、SUMMER SONIC等がある。 
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げる。すべての取り組みが音楽のゝンラン配信の方向に向かっているわけではないが、共通していることはゕーテゖス

トや作家等が自分の作品を自分でコントロールできるようにしたいと考えているということである。ただしそのコントロ

ールは、レコード会社や著作権管理団体が取るような権利によるコントロールではなくあくまでもリスナー（消費者）に

どのように楽曲を届けるかにフ゜ーゞスしている。 

事例 1：2007年 7月 プリンスが新作 CD「Planet Earth」を新聞のおまけとして配布 

2007年 7月 15日号の英国の Mail on Sunday紙は、通常と同じ価格（1.4ポンド）のままでプリンスの新作ゕル

バム「Planet Earth」が付いた。当時の発行部数 227万部に対し当該号は英国の CDチ゚ーン HMVも特別に販売し全

部で 300万部が流通した。また同年の 8月と 9月に行われたコンサートのチケット購入者にも同ゕルバムが無料配布

された。さらに、2009年 7月 10日版の英国 Daily Mirror紙にも「20Ten」というゕルバムをおまけとして配布して

いる。 

経緯と考察については [津田, プリンスはなぜ新作 CD を「新聞のおまけ」として配布したのか, 2007]に詳しい。

このゕルバム配布行動はレコード会社との対立として捉えられるが、むしろ「ラブ゛ンターテメントの収益の最大

化」に目を向けたマーケテゖングであったという指摘は的を射ている。 

なお、プリンスは 2004年のゕルバムをゝンラン配信する等比較的早くから音楽配信の手法も模索していたが近年

ではデジタル音楽を取り巻く現状には批判的である。 

事例 2：2007年 10月 レデゖゝヘッドがゕルバム「In Rainbows」をゝンラン公開、値段は購入者が決定 

CDの規格にとらわれない高音質の音源を公開するという点で技術的にも注目されたが、それ以上に「投げ銭」方式

で値段を購入者が決めるというスタルが話題となった。 

このゕルバムはゝンラン公開の投げ銭方式だけで前作のゕルバムの総売上額を超える売上となり、ゕルバム自体は

ゝンラン公開・CD等すべての形態を合わせると世界で 300万枚を売り上げた。CDはゝンラン公開の約 2ヶ月後

に発売されたが、それでも全米・全英チャートで 1位となった [クリス, 小林, 高橋, 2009]。 

事例 3：向谷実、USTREAM4・Twitter5を利用して楽曲制作の可視化 

現在は活動休止中のンストルメンタルバンド「ゞシゝペゕ」の゠ーボーデゖストの向谷は、彼のWebサト「向

谷倶楽部」で、様々なゕーテゖストとのコレボレーション（プリプロから本番のレコーデゖングまで）の様子を

USTREAM等で生中継し、同時に Twitter でもフ゜ロワーとコミュニケーションをしながら「新しい試みを常に続け、

常にどの方法がベストであるのかをフ゜ロワーと共に考える」取り組みを行っている。2011年 8月の CD発売に伴い

著作権を JASRAC に信託したが、それまでは著作権・著作隣接権とも自主管理を行っており、権利の面でも新しい形

を模索している [向谷]。 

事例 4：まつきあゆむ、ゕルバム「1億年レコード」を自主販売 

2010年 1月 1日にリリースされたゕルバムをゕーテゖスト個人が直販した事例である。制作者であるまつき自らが

公式Webページや MySpace等を活用したプロモーションを行い、注文も自らメールで受け取り銀行口座もしくは電

子決済の口座をメールで返信したのち、入金が確認できたら楽曲データのダ゙ンロード URL を再度自ら送信するとい

う一人完結型宣伝・流通モデルである。彼はこの仕組みでゕルバムを販売することにより、ンデゖーズのレコード会

社でゕルバムを売っていた時の利益を上回る成果を得ている [津田 牧村, 未来型サババル音楽論, 2010, ページ: 

21] [まつき]。 

                                                 
4 2007年にゕメリゞで設立された動画共有サービスで、動画のリゕルタム配信、生放送、Live中継がだれでも簡単にできるサービスのこと 

5 個々のユーザが「ツート」 (tweet) と称される短文を投稿し、閲覧できるコミュニケーション・サービスのこと 
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6. 制作サイドから見た作品のコントロールとビジネスモデル 

 前項で実演家や作家が自分の作品をコントロール可能にするような取り組みの具体例を見た。自分の作品をコントロー

ルする手段としては 2通りある。ひとつは楽曲の流通や宣伝（情報）の流通の形態自体をコントロールする方法で、もう

ひとつは流通経路ではなく権利行使の形態をコントロールする方法である。 

 以下で、それぞれの方法について考察する。 

6.1 流通や宣伝のコントロール 

図 5で楽曲がどのような経路で消費者に届くかという流通経路におけるプレヤーのビジネス領域を見たが、前項で取

り上げた実例がどのようなコントロールを狙ったものであるか、ここで考察する。まずプリンスの例は、レコード会社の

一部機能と小売店を流通経路から外すという形で流通をコントロールしたものである。次のレデゖゝヘッドの例は完全に

レコード会社と小売店を流通経路から外した形である。向谷の例は楽曲をダ゙ンロードで流通させた点についてはレデゖ

ゝヘッドと同様であるが、むしろそのプロセスにおいて USTREAMや Twitterを活用し楽曲の流通よりも前の段階で消費

者にゕプローチして認知してもらうという取り組みをしたという点ではむしろ音楽出版社・レーベルや事務所が担うべき

宣伝の部分を自分のコントロール下に置いたと言える。 

 しかし、このような取り組みはあるものの実際には実演家・作家が流通をコントロールしようとした場合に自分でコン

トロールできるところはそれほど多くない。もちろん可能・不可能の二元論で言えば可能ではあるのだが現実的ではない

という意味で、である。例えば全国にある小売店やレンタル事業者を個人レベルでコントロールすることはできないし、

小売店の流通網を持つレコード会社の機能を個人規模で実現することも難しい。ただ、昨今のンターネットサービスの

多様化によってゝンランの課金システムを利用することもできるようになってきているし、楽曲のデータを預ければ

iTunes Store で配信用の流通手配を代行してくれるだけでなく Amazon 等の流通網にパッケージ化された商品を流通さ

せてくれる [CD Baby]のようなサービスも出てきている。このように経路を選択することで流通をコントロールすること

が可能になってきているし、向谷のように [USTREAM]や [Twitter]を利用することによって音楽出版社やレーベルの代

替をすることも可能となってきている。他にも、 [facebook]、 [MySpace]、 [mixi]をはじめとした SNSのリーチを使

った宣伝のゕプローチも存在する。例としては国内のメジャーでは無名だったものの [facebook]で坂本龍一に続いて第 2

位のフゔンを主に国外から集めている高井俊輔のようなゕーテゖストもいる [高井]。 

このように、音楽コンテンツの流通や宣伝の一部もしくは全部を実演家・作家のコントロール下に置くために情報共有

サトや、SNS、ECサト等の有用なWebサービスが近年数多く登場している。図 7に音楽コンテンツの流通と宣伝に

おける各種Webサービスの位置づけを示す。 

 

 
図 7 音楽コンテンツの流通と宣伝におけるWebサービスの位置づけ 
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ゖードバックも得られる 

プレス・パッケージ
流通等の初期コスト
を抑えられる 

EC サイト 

SNS 

情報共有サイト 
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独立した公式Webページやブログを開設するのがフゔンに向けた情報発信の中心であった数年前とは異なり、ゕーテゖ

ストとフゔンがより対等にコミュニケーションをすることができる SNS や Twitter のようなツールを使用し、さらに

USTREAMの動画中継や [YouTube]のプロモーションビデゝ等に誘導し、さらに興味があるフゔンには音楽配信サービス

や Amazon等のゝンラン通信販売での購買にまで誘導することがゝンランで可能である。これらのWebサービスの

環境は、自分の作品をコントロールする実演家・作家を大きく後押ししていると言える。 

もちろん流通や宣伝を自分でコントロールすることにはコストもリスクも発生する。流通や宣伝を自分でコントロール

する際のコストやリスク、およびその対処方針をまとめたものを表 4に示す。 

 

表 4 流通や宣伝を自分でコントロールする際のコストやリスク 

コントロールの移行 コスト・リスク 対処方針 

流通のコントロール 

（レコード会社を通さない） 

録音やプレスにあたっての費用の自

前準備が必要 

音楽配信の活用で、最低限のプレスもしくはプレスをし

ない等を選択 

小売店への流通網がない 音楽配信やゝンラン通信販売の活用 

メデゖゕを利用した宣伝が資金的・力

的に難しい 

SNS・Twitter・USTREAM・YouTube等のWebツール

の活用 

宣伝のコントロール 

(SNS・Twitter・USTREAM・YouTube等

の Web ツールの利用＝レーベルや事務所

の影響力の縮小) 

手間 

実演家・作家が本務に手がまわらないほど周辺雑務に囚

われては本末転倒だが、可能であれば SNS や Twitter

の特性からして本人の発信が有効 

技術的な未習熟 

近年の Webサービスはユーザンタプースも使いや

すくなっているので各自が習熟するしかない（ただし、

サポートをするスタッフがいてもよい） 

炎上等のネゟテゖブなレスポンスの

発生 

確かにリスクではあるが、より密度の濃いコミュニケー

ションができる特性を活かす 

露出過多によるゕーテゖストの希少

価値の減少 

どこまでゕーテゖストの情報を出すかというブランデ

ゖングの問題だが、SNS等でもコントロールは可能 

 

 流通や宣伝に関するコントロールをレコード会社・小売店から実演家・作家に移行するということは、主に資金面の理

由により流通は音楽配信・ゝンラン通信販売に頼ることになり、結果的に宣伝もWebサービスを活用することが予想さ

れる。より小さな規模で流通・宣伝を開始・継続することができるということであるが、流通・宣伝のリーチの規模が小

さく終わるとは限らないのがンターネットの特性である。レコード会社では大きな規模で流通・宣伝をしかけるためあ

る程度売上の見込めるプロジ゚クトでないと動けないという制約があるが、小規模にプロジ゚クトを始められることでレ

ベニューシ゚ゕをするステークホルダーも少なくなりリクープ（録音・プレス等の初期投資の回収）できるボーダーも低

くなる。 

6.2 権利のコントロール 

 一口に著作権といっても楽曲に関連する権利は多岐に渡っているが、大きく著作者人格権と出版権の 2つに分類できる

（図 8参照）。また正確には著作権と著作隣接権は別物であり性質からも別扱いをすべき面は多分にあるが、ここではビジ

ネスモデルの中でコントロールできる権利という観点からまとめて扱うものとする。 

 まず著作者人格権についてだが、これは一身専属的な権利であり他社に譲渡することはできない権利である。ビジネス

モデルの話題で出てくるのは替え歌等の際に許諾を得る必要がある同一性保持権くらいで、継続的なビジネスモデルとは

関係が薄いので本稿では割愛する。 
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 次に著作権のうち譲渡ができる部分である出版権について考察を行う。本来は著作権とは著作者人格権と出版権を合わ

せた広義の名称であるが、そのうち譲渡が可能な出版権部分だけを単に著作権と呼ぶこともある（ここでは分かりやすさ

のため以下「出版権」と呼ぶ）。メジャーのレコード会社から発売され流通する CDに楽曲が使われるような作家は、多く

の場合出版権は音楽出版社等に譲渡し、音楽出版社が著作権者（出版権の所有者）となる。さらに出版権は JASRAC等の

著作権管理団体の信託管理となる。CD の発売のように対価の請求をする相手が限られている場合には信託譲渡をしなく

ても対価を得られるかもしれないが、全国にあるテレビ局での放送やゞラゝケボックスでの利用に対しても著作権使用料

が発生し、それを個人や小規模の著作権者の手間と時間で全て徴収するのは現実的に不可能である。そこで著作権管理団

体に徴収を代行してもらい手数料を払ってそれを受け取るのである。 

もし楽曲がメジャーのレコード会社から発売されるのであれば、レコード会社からの著作権料・ゞラゝケからの著作権

料・レンタルに関する著作権料を受け取るためにやはり著作権管理団体に徴収を代行してもらうのが現実的である。代表

的な JASRACを例にとると、出版権を 4 つの支分権および 7 つの利用形態に分け、それぞれごととに JASRACに信託す

るか自己管理するかをコントロールすることができる（信託契約ごとのコントロールなので楽曲ごとのコントロールは不

可）。しかし、ゞラゝケで使用されることはほとんどない・レンタルに流通する可能性は低いという楽曲であれば出版権を

自己管理する方法も十分検討に値する。 

 そして最後に著作隣接権について考察を行う。著作権を持つのは作家であるが、実演家が持つ類似の権利が著作隣接権

である（他にもレコード会社・放送事業者等にも与えられる）。図 8からも重複する権利名が分類されているのが分かる。

著作隣接権は著作権管理団体が管理するものではないので、権利料の徴収・分配は文化庁長官の指定を受けて社団法人日

本芸能実演家団体協議会（芸団協）および実演家著作隣接権センター（CPRA, Center Performer's Rights Administration）

が行っている。考え方としては同様で、放送・レンタルで使用される可能性があるのであれば徴収代行してもらうのが現

実的である。 

6.3 ビジネスモデルの可能性 

 このように見てくると楽曲が CD としてメジャーのレコード会社から発売される状況においては、それぞれのプレヤ

ーがそれぞれの領域において役割を果たし音楽関連業界全体が大きなビジネスモデルのように成り立っていることがわか

る。その内訳を見てみるとだいたい図 9のようになる。権利者・関係者の力関係によってパーセンテージは大きく変わる

が JASRACの場合であれば「その他」に属する 6%は固定で徴収する。そしてその中の更に 6%（元の金額の約 0.4％）

を JASRACが管理手数料として徴収し、残りの半分を音楽出版社（もしくはレーベル）さらに残りを作詞家と作曲家で折

著作者人格権と出版権(狭義の著作権)を合わせたものが(広義の)著作権 

図 8 著作権の分類 
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半する（音楽出版社と作家の取り分は交渉による）。原盤権者が誰かによって最終的な分配金額は変わるが、それでも小売

店および流通のコストが大きいことがわかる。 

 

 

 音楽配信にて楽曲を流通させる場合も財産権を譲渡・信託している場合には、多くは著作権使用料の徴収は JASRACが

行うことになる。JASRAC の利用料規定では「ンタラクテゖブ配信」という項目で規定されており、配信形態により異

なるがやはり数％のゝーダーを代行徴収し著作権者に配分される。音楽配信事業者の中には配信手数料を 10％以下に設定

しているところもあり、著作権使用料も割合としては大きく変わらないので、つまり音楽配信での流通はパッケージとし

て CDを流通させるよりもレコード会社・原盤権者に配分される割合を増やすことが可能となる。 

 ここで、先の「流通や宣伝のコントロール」で見たようにレコード会社を流通経路としないという選択をした場合の判

断ポントが見えてくる。権利料の徴収ができない範囲・利用形態まで楽曲が流通して起きる収入の機会損失をなくすた

めにコントロールをある程度外部に任せて自分の配分率を下げても総額が増える方向を狙うのか、自分でコントロールで

きる状態を゠ープして宣伝・流通の規模が小さくなるがリクープのボーダーとリスクを減らしつつ利益配分率を上げる方

向を狙うのか。ビジネスとして利益額で判断するポントもあり、さらにゕーテゖスト・発信者としてどのように消費者・

フゔンとつながりコミュニケーションを取っていくのかというスタンスのとり方も判断ポントとなるだろう。 

 いずれにしても、音楽関連業界全体が縮小している現在、以前のように音楽は「規模が大きく利益が見込める美味しい

ビジネス」ではなくなっていると言える。様々なプレヤーが存続のために業界内で新しい領域への関与を模索し、開拓・

撤退・統廃合等がめまぐるしく行われている中で、制作サドも以前のように「良いものを作れば売れる」と流通・宣伝・

権利管理等制作以外には無頓着という状況では存続は難しいかもしれない。 

 多様なプレヤーの一員として自分の立ち位置と活動領域を意識し、自ら積極的に考え行動することが求められるよう

になってきている。 

7. 今後の課題 

 本稿では、ます音楽関連業界の現状および昨今の動向を整理することでそれぞれのプレヤーの活動領域とビジネスモ

デルを概観した。そして次に制作サドから作品をコントロールすることができる可能性を流通・宣伝と権利の面から捉

え、新しいビジネスモデルを考える上での判断ポントを考察した。 

 少ないながらも作品のコントロールを自己管理する事例も出てきているし、これからも出てくると考えられるので、今

図 9 CD販売の利益配分比率 [一般社団法人日本音楽制作者連盟, 2011, ページ: 56] 
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後は実際の事例を検証し考察の精度を上げることを課題としたい。また今後は実例の考察を通して、小規模プレヤーを

対象にした新しい音楽コンテンツのビジネスモデルを提案していく予定である。 
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